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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
並
び
に
第

二
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
災
に
よ
り
生
じ
た
煙
又
は
ガ
ス
の
高
さ
に
基
づ
く
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
関

す
る
算
出
方
法
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

火
災
に
よ
り
生
じ
た
煙
又
は
ガ
ス
の
高
さ
に
基
づ
く
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め
る

件

一

こ
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

イ

直
通
階
段
（
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
階
段
室
と
屋
内
と
を
連
絡
す
る

バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
の
床
面
積
（
バ
ル
コ
ニ
ー
で
床
面
積
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
床
部
分
の
面
積
。
以

下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
付
室
面
積
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難

階
以
外
の
各
階
に
お
け
る
付
室
面
積
の
合
計
が
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
付
室
面
積
以
上
で
あ
る
こ

と
。



- 2 -

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

必
要
付
室
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
の
各
室
及
び
当
該
階
を
通
ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
築
物
の
部
分
（
以

下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
当
該
階
の
各
室
等
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定

め
る
自
力
避
難
困
難
者
混
在
率

当
該
階
の
各
室
等
の
用
途

自
力
避
難
困
難
者
混
在
率

児
童
福
祉
施
設
等
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と

一
・
〇

い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉

施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
通
所
の
み
に
よ
り
利
用

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
用
途
（
病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ

○
・
○
二

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
児
童
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
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令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
在
館
者
密
度
（
単
位

一

平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

当
該
階
の
各
室
等
の
各
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

ロ

令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
避
難
階
段
へ
の
出
口
を
有
す
る
室
が
同
項
第
二
号
並
び
に
第
四

号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
定

め
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

竪
穴
部
分
（
令
第
百
十
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
竪
穴
部
分
を
い
い
、
直
通
階
段
の
部
分
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
。
以
下
同
じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分

の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
同
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
当
該
建
築
物
に
存
す
る
者
（
以
下
「
在
館
者
」
と
い
う
。
）
の
全
て
が
、
当
該
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
て
か

ら
当
該
建
築
物
か
ら
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
（
以
下
「
避
難
完
了
時
間
」
と
い
う
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
時
間
を
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
建
築
物
の
用
途
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
が
発
生
し
て
か
ら
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在
館
者
が
避
難
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
（
以
下
「
避
難
開
始
時
間
」
と
い
う
。
）
（
単
位

分
）

当
該
建
築
物
の
用
途

避
難
開
始
時
間

共
同
住
宅
、
ホ
テ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途

（
病
院
、
診
療
所
及
び
児
童
福
祉
施
設
等
を
除
く
。

）そ
の
他
の
用
途
（
病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施

設
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
児
童
福
祉
施
設
等

（
通
所
の
み
に
利
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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避
難
開
始
時
間
（
単
位

分
）

準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
若
し
く
は
不
燃
材
料
で
造
り
、
若
し
く
は
覆
わ
れ
た
床
若
し
く
は
壁
又

は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
号
の

二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
当
該
火
災
室
を
含
む
も
の
（
当
該
火
災
室
が
準

耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
若
し
く
は
不
燃
材
料
で
造
り
、
若
し
く
は
覆
わ
れ
た
床
若
し
く
は
壁
又
は
法

第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
火
災
室
。
以
下
「
火
災
部
分
」
と
い
う
。
）
の
周
長
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
の
各
室
の
火
災
成
長
率
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
以
下
「
火

災
部
分
火
災
成
長
率
」
と
い
う
。
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
の
各
室
の
火
災
成
長
率

積
載
可
燃
物
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
発
熱
量
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第

四
百
七
十
四
号
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
積
載
可
燃
物
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
発
熱

量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）
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令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
燃
焼
表
面
積
低

減
率令

和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
装
燃
焼
係
数

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
の
燃
焼
拡
大
補
正
時
間
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
の
燃
焼
拡
大
補
正
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
火
災
成
長
率

ロ

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
が
当
該
建
築
物
の
各
室
の
各
部
分
か
ら
地
上
へ
の
出
口
（
幅
が
六
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
一
に
達
し
、
か
つ
、
当
該
出
口
を
通
過
す
る
た
め
に
要
す
る

時
間
（
以
下
「
出
口
通
過
時
間
」
と
い
う
。
）
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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出
口
通
過
時
間
（
単
位

分
）

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
各

部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
歩
行
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

分
）平

成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
各

部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
各
階
段
に
お
け
る
滞
留
時
間
の
う
ち
最
大

の
も
の
（
単
位

分
）

三

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
同
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了

時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
火
災
室
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
生
じ
た
煙
又
は
ガ
ス
（
以
下
「
煙

等
」
と
い
う
。
）
の
階
段
の
部
分
及
び
当
該
火
災
室
の
存
す
る
階
（
以
下
「
出
火
階
」
と
い
う
。
）
の
直
上
階
以

上
の
各
階
の
各
部
分
に
お
け
る
高
さ
（
当
該
各
部
分
の
基
準
点
（
床
面
の
最
も
高
い
位
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
か
ら
煙
等
の
下
端
の
位
置
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
）
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。
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イ

直
通
階
段
の
部
分

出
火
階
の
種
類
、
当
該
直
通
階
段
に
隣
接
す
る
各
室
（
出
火
階
に
あ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
階
段
隣
接
室
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
煙
等
の
高
さ
（
当
該
各
室
の
基
準
点
か
ら
煙
等
の
下
端
の
位
置

ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
以
下
「
階
段
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
最
小
の
も
の
及
び
当
該

直
通
階
段
か
ら
地
上
に
至
る
経
路
上
に
あ
る
各
室
（
以
下
「
階
段
避
難
経
路
の
部
分
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

煙
等
の
高
さ
（
当
該
各
室
の
基
準
点
か
ら
煙
等
の
下
端
の
位
置
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
以
下
「
階
段
避
難
経
路

の
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ

っ
て
計
算
し
た
数
値
（
以
下
「
直
通
階
段
の
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ
」
と
い
う
。
）
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

出
火
階
の
種
類

階
段
隣
接
室
の

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の

直
通
階
段
の
部
分
の

煙
層
下
端
高
さ
の
う
ち

煙
層
下
端
高
さ
の
う
ち

煙
層
下
端
高
さ

最
小
の
も
の

最
小
の
も
の

避
難
階

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合
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で
あ
る
場
合

-

避
難
階
以
外
の
階

で
あ
る
場
合

-

で
あ
る
場
合

-

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

避
難
完
了
時
間
、
当
該
階
段
隣
接
室
の
種
類
、
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
階

段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。
）
及
び
火

災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ

る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
階
段
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル

）
避
難

当
該
階
段

階
段
隣
接
室
の

火
災
部
分
か
ら

階
段
隣
接
室
の
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完
了

隣
接
室
の

煙
層
上
昇
温
度

当
該
階
段
隣
接
室

煙
層
下
端
高
さ

時
間

種
類

へ
の
噴
出
熱
気
流

の
運
搬
熱
量

-
-

-

で
あ
る

場
合

直
通
階
段
の

-
-

付
室
（
火
災

で
あ
る

部
分
又
は
火

場
合

災
部
分
の
一

部
で
あ
る
も

の
を
除
き
、

当
該
直
通
階
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段
の
階
段
室

又
は
当
該
付

室
の
構
造
が

平
成
二
十
八

年
国
土
交
通

省
告
示
第
六

百
九
十
六
号

に
定
め
る
構

造
方
法
（
同

告
示
第
四
号

に
定
め
る
構

造
方
法
に
あ

っ
て
は
、
送

風
機
が
一
分

間
に
つ
き
九

十
立
方
メ
ー
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ト
ル
以
上
の

空
気
を
排
出

す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力

を
有
す
る
も

の
に
限
る
。

）
を
用
い
る

構
造
で
あ
る

も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ

。
）

そ
の
他
の
も

-
-

の

で

あ
る
場
合
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-

で

あ
る
場
合

で
あ
る

場
合

で

で
あ
る

あ
る
場
合

場
合

で
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あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
を
区
画
す
る
床
又
は
壁
の
構
造
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
時
間
（

火
災
部
分
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
水
源
と
し
て
、
水
道
の
用
に
供
す
る
水
管
を
当
該
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
連
結
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
（
以
下
「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
」
と
い

う
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
時
間
に
二
を
乗
じ
た
数
値

）
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
以
下
「
火
災
部
分
保
有
遮
炎
時
間
」
と
い
う
。
）
（
単
位

分
）

火
災
部
分
を
区
画
す
る
床
又
は
壁
の
構
造

時
間
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通
常
火
災
終
了
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
床
又
は
壁

当
該
建
築
物
の

(一)

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

通
常
火
災
終
了

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
構

時
間

造
方
法
を
用
い
る
構
造

特
定
避
難
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
床
又
は
壁
（
法

当
該
建
築
物
の

(二)

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は

特
定
避
難
時
間

同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
構
造
方

法
を
用
い
る
構
造

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
号
第
二
第
一
号
イ

九
〇

(三)

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（

及
び

に
掲

(１)

(５)

(一)

(二)

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
三
号
第
一
第
八
項
に
規
定

七
五

(四)
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す
る
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(一)

(三)

を
除
く
。
）

耐
火
構
造
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
〇

(五)

(一)

(四)

準
耐
火
構
造
（

か
ら

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の

六
〇

(六)

(一)

ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(五)を
除
く
。
）

そ
の
他
の
も
の

四
五

不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た
も
の
（

か
ら

ま
で
に
掲

二
〇

(七)

(一)

(六)

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

階
段
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
一
号
第
二
号
に
規
定
す
る
限
界
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煙
層
高
さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た

階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
種
類

階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度

火
災
部
分
に
隣
接
す
る
部
分

そ
の
他
の
も
の
（
火
災
部
分
又
は
火
災

部
分
の
一
部
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
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こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計

算
し
た
火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
種
類

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の

噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量

火
災
部
分
に
隣
接
す
る
部
分
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そ
の
他
の
も
の
（
火
災
部
分

又
は
火
災
部
分
の
一
部
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
）

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位
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キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出

熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量

（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
各
開

口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら
当
該
各
開
口
部
の
上
端
の

う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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避
難
完
了
時
間
及
び
火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁

に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め

る
火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口

部
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の
当
該

火
災
部
分
の

階
段
隣
接
室
に
面
す

当
該
階
段
隣
接
室

る
壁
に
設
け
ら
れ
た

に
面
す
る
壁
に

開
口
部
の
種
類

設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
開
口
率

で
あ

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
一

る
場
合

九
項
第
一
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
（
同
項
第
二
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号
に
規
定
す
る
構
造

で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
が
設
け
ら
れ
た

も
の

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
〇
一

九
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
が
設
け
ら
れ

た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
あ

-

一
・
〇

る
場
合
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こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

当
該
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た
防
火
設
備
の
種
類
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
時
間
（
火
災
部
分
に
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
同
表
に
定
め
る
時
間
に
二
を
乗
じ
た
数
値
。
以
下
「

防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
」
と
い
う
。
）
（
単
位

分
）

当
該
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た

時
間

防
火
設
備
の
種
類

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

通
常
の
火
災
に
よ

(一)

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

る
火
熱
が
加
え
ら
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た
防
火
設
備

れ
た
場
合
に
、
当

該
加
熱
面
以
外
の

面
に
火
炎
を
出
さ

な
い
も
の
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
時

間

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第

九
〇

(二)

百
九
十
三
号
第
一
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
(一)

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第

七
五

(三)

百
九
十
三
号
第
一
第
九
項
に
規

定
す
る
七
十
五
分
間
防
火
設
備
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（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を

(一)

(二)

除
く
。
）

特
定
防
火
設
備
（

か
ら

ま

六
〇

(四)

(一)

(三)

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
第
百
十
四
条
第
五
項
に
お
い

四
五

(五)

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第

百
十
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定

す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
防
火

設
備
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

た
防
火
設
備
（

か
ら

ま
で

(一)

(四)

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第

三
〇

(六)
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百
九
十
四
号
第
二
第
四
項
に
規

定
す
る
三
十
分
間
防
火
設
備
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(一)

(五)

を
除
く
。
）

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規

二
〇

(七)

定
す
る
防
火
設
備
（

か
ら

(一)

(六)

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）そ
の
他
の
も
の

〇

(八)

火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口

部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
火
災
部
分

の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に

面
す
る
壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）
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当
該
壁
の
構
造
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る

時
間
（
火
災
部
分
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
が
設
け
ら

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
時
間
に
二

を
乗
じ
た
数
値
。
以
下
「
壁
保
有
遮
炎
時
間
」
と
い
う
。

）
（
単
位

分
）当

該
壁
の
構
造

時
間

通
常
火
災
終
了
時
間
が
九
十
分
以
上

当
該
建
築
物

(一)

で
あ
る
建
築
物
の
壁
（
法
第
二
十
一

の
通
常
火
災

条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を

終
了
時
間

用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
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特
定
避
難
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ

当
該
建
築
物

(二)

る
建
築
物
の
壁
（
法
第
二
十
七
条
第

の
特
定
避
難

一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い

時
間

る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
構

造
方
法
を
用
い
る
構
造

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第

九
〇

(三)

二
百
五
十
号
第
二
第
一
号
イ

か
ら

(１)

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構

(５)造
（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除

(一)

(二)

く
。
）

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九

七
五

(四)

十
三
号
第
一
第
八
項
に
規
定
す
る
七

十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（

か
ら

(一)

(三)
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ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

耐
火
構
造
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ

六
〇

(五)

(一)

(四)

る
も
の
を
除
く
。
）

準
耐
火
構
造
（

一
時
間
準
耐
火
基

六
〇

(六)

か
ら

ま
で

準
に
適
合
す
る
も

(一)

(五)

に
掲
げ
る
も
の

の

を
除
く
。
）

そ
の
他
の
も
の

四
五

不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た

二
〇

(七)

も
の
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も

(一)

(六)

の
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
も
の

〇

(八)
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火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
幅
（
単
位

メ
ー

ト
ル
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
高
さ
（
単
位

メ

ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
火

災
部
分
の
煙
層
密
度
（
以
下
単
に
「
火
災
部
分
の
煙
層
密
度
」
と
い
う
。
）

（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。
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火
災
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ

グ
ラ
ム
）

火
災
部
分
の
内
装
仕
上
げ
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に

定
め
る
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
火
災
部
分
の
煙
層

上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。

）
（
単
位

度
）

火
災
部
分
の
内
装
仕
上
げ
の
種
類

火
災
部
分
の

煙
層
上
昇
温
度

壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー

八
六
〇

(一)

ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
天
井
の
室

内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
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の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕

上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
た
も
の

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

八
九
五

(二)

仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(一)壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

九
一
〇

(三)

仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
又
は

壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を

木
材
等
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第

千
四
百
三
十
九
号
第
一
第
二
号
に
規
定

す
る
木
材
等
を
い
う
。

に
お
い
て
同

(四)

じ
。
）
で
し
、
か
つ
、
天
井
の
室
内
に

面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
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で
し
た
も
の
（

及
び

に
掲
げ
る
も

(一)

(二)

の
を
除
く
。
）

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の

一
三
〇
〇

(四)

仕
上
げ
を
木
材
等
で
し
た
場
合
（

か
(一)

ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(三)

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
（
壁
又
は
天
井
に

設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
限
界
煙
層
高
さ
以
上
の
部
分
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に

よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部

及
び
当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
る
火
災
部

分
に
設
け
ら
れ
た
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
う
ち
当
該
限
界
煙
層

高
さ
有
効
開
口
部
か
ら
の
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の
（
以
下

「
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
」
と
い
う
。
）
の
排
煙
量
の
合
計
の
う
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ち
最
小
の
も
の
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の

種
類
が
同
表

に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
火
災
部
分
に
設

(二)

け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
及
び
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開

口
部
の
排
煙
量
の
合
計
の
う
ち
最
小
の
も
の
又
は
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た

給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に

伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口
に
限
る
。
）
の
開
口
面

積
の
合
計
に
五
百
五
十
を
乗
じ
た
も
の
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値
。

以
下
「
火
災
部
分
の
排
煙
量
」
と
い
う
。
）
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分

）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ

火
災
部
分
に
設
け
ら

有
効
開
口
部
の
種
類

れ
た
各
限
界
煙
層
高
さ

有
効
開
口
部
の
排
煙
量

限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と

(一)



- 36 -

し
た
場
合
に
、
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た

排
煙
設
備
が
令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一

項
第
二
号
、
第
三
号
（
排
煙
口
の
壁
に
お

け
る
位
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
の
規
定
（
以
下
「
自
然
排

煙
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、

か
つ
、
火
災
部
分
の
壁
の
床
面
か
ら
の
高

さ
が
限
界
煙
層
高
さ
以
下
の
部
分
に
排
煙

口
の
開
放
に
連
動
し
て
自
動
的
に
開
放
さ

れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口
が

設
け
ら
れ
た
も
の
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
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れ
た
当
該
排
煙
設
備
以
外
の
排
煙
設
備
が

同
項
第
二
号
、
第
三
号
（
排
煙
口
の
壁
に

お
け
る
位
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
八
号
（
排

煙
口
の
開
口
面
積
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
九
号
（
空
気
を
排
出
す
る
能
力
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
の
規
定
（
以
下
「
機
械
排

煙
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る

場
合
を
除
く
。
）

限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と

(二)

し
た
場
合
に
、
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
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排
煙
設
備
が
機
械
排
煙
関
係
規
定
に
適
合

し
、
か
つ
、
火
災
部
分
の
壁
の
床
面
か
ら

の
高
さ
が
限
界
煙
層
高
さ
以
下
の
部
分
に

排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し
て
自
動
的
に
開

放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気

口
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
排
煙
口
が
、
厚

さ
が
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
板

又
は
鋼
板
で
造
り
、
か
つ
、
厚
さ
が
二
十

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル

で
覆
わ
れ
た
風
道
に
直
結
す
る
も
の
に
限

る
。
）
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
当
該

排
煙
設
備
以
外
の
排
煙
設
備
が
自
然
排
煙

関
係
規
定
に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部

(三)
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こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙

量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ

グ
ラ
ム
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ

ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
上
端
と
下
端
の
垂
直
距
離
（
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単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
基
準
点
か
ら
当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
中

心
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
及
び
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有

効
開
口
部
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開

口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口

に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
機
の
空
気
を
排
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
能
力
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）
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火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開

口
率火

災
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開

口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限

界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
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高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
（
火

災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
に
至
る
経
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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火
災
部
分
か
ら
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬

熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
階
段
隣
接
室
中
間
部

分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気

流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）
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火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設

け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら

当
該
各
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高

さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
及
び
火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部

分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中

間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の

火
災
部
分
の

階
段
隣
接
室
中
間

階
段
隣
接
室

部
分
に
面
す
る
壁

中
間
部
分
に
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に
設
け
ら
れ
た

面
す
る
壁
に

開
口
部
の
種
類

設
け
ら
れ
た

開
口
部
の

開
口
率

で

令
第
百
十
二
条
第

〇
・
〇
一

あ
る
場
合

十
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
構
造
で

あ
る
防
火
設
備
（

同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
構
造
で
あ

る
も
の
を
除
く
。

）
が
設
け
ら
れ
た

も
の

令
第
百
十
二
条
第

〇
・
〇
〇
一
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十
九
項
第
二
号
に

規
定
す
る
構
造
で

あ
る
防
火
設
備
が

設
け
ら
れ
た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で

-

一
・
〇

あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分

）
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防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設

け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル

）
避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る

火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
開
口

率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の
階
段

隣
接
室
中
間
部
分
に

面
す
る
壁
の
開
口
率
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で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分

）
壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
幅

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
高

さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ

グ
ラ
ム
）

火
災
部
分
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
開
口
率

火
災
部
分
の
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）



- 50 -

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設

け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又

は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（

単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限

界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放

状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）



- 51 -

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の
高
さ
の
二

分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接

室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
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の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け

ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら
当
該
各
開
口

部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル

）
避
難
完
了
時
間
及
び
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室

に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
表
に
定
め
る
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す

る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

階
段
隣
接
室
中
間

階
段
隣
接
室
中
間

部
分
の
当
該
階
段

部
分
の
当
該
階
段
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隣
接
室
に
面
す
る

隣
接
室
に
面
す
る

壁
に
設
け
ら
れ
た

壁
に
設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
種
類

開
口
部
の
開
口
率

で
あ

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
一

る
場
合

九
項
第
一
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
（
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
構
造

で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
が
設
け
ら
れ
た

も
の

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
〇
一

九
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防
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火
設
備
が
設
け
ら
れ

た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
あ

-

一
・
〇

る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）
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階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け

ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
階
段
隣
接

室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

階
段
隣
接
室
中
間
部
分

の
当
該
階
段
隣
接
室
に

面
す
る
壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇
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こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
幅
（

単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
当
該
階
段
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
高
さ

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
階
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段
隣
接
室
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
階
段
隣
接
室
中
間
部

分
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。
）
（
単
位

度
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

火
災
部
分
か
ら
階
段
隣
接
室
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬

熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
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階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の
高

さ
の
二
分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す

る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
限
界
煙
層
高
さ
以
下
の
部
分
を

除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

階
段
隣
接
室
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

前
号
ロ
に
規
定
す
る
出
口
通
過
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト

）
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
階
段
隣
接
室

の
煙
層
密
度
（
以
下
単
に
「
階
段
隣
接
室
の
煙
層
密
度
」
と
い
う
。
）
（
単
位

一
立
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

階
段
隣
接
室
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層

高
さ
有
効
開
口
部
及
び
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
量
の
合
計
の
う
ち
最
小
の

も
の
（
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
種
類
が
同
表

に
(二)

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層
高

さ
有
効
開
口
部
及
び
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
量
の
合
計
の
う
ち
最
小
の
も

の
又
は
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
限
界

煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口
に
限
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る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
に
五
百
五
十
を
乗
じ
た
も
の
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値

。
以
下
「
階
段
隣
接
室
の
排
煙
量
」
と
い
う
。
）
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た

限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
種
類

各
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
量

限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と

(一)

し
た
場
合
に
、
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け

ら
れ
た
排
煙
設
備
が
自
然
排
煙
関
係
規
定

に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
階
段
隣
接
室
の

壁
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
限
界
煙
層
高
さ

以
下
の
部
分
に
排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し
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て
自
動
的
に
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状

態
に
あ
る
給
気
口
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
当
該
排

煙
設
備
以
外
の
排
煙
設
備
が
機
械
排
煙
関

係
規
定
に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）

限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と

(二)

し
た
場
合
に
、
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け

ら
れ
た
排
煙
設
備
が
機
械
排
煙
関
係
規
定

に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
階
段
隣
接
室
の

壁
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
限
界
煙
層
高
さ

以
下
の
部
分
に
排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し

て
自
動
的
に
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
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態
に
あ
る
給
気
口
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
当
該
排

煙
設
備
以
外
の
排
煙
設
備
が
自
然
排
煙
関

係
規
定
に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部

(三)こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

階
段
隣
接
室
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
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当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
上
端
と
下
端
の
垂
直
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル

）
当
該
階
段
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
中
心
ま
で
の

高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
及
び
他
の
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
口

面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
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放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の

合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
排
煙
機
の
空
気
を
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
能

力
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

階
段
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
隣
接
室
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル

毎
分
）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

当
該
階
段
隣
接
室
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ

ワ
ッ
ト
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル

）
当
該
階
段
隣
接
室
の
床
面
の
最
も
低
い
位
置
か
ら
基
準
点
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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階
段
隣
接
室
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
隣
接
室
の
有
効
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル

毎
分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

当
該
階
段
隣
接
室
の
有
効
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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当
該
階
段
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
当
該
階
段
隣
接
室
に
設
け
ら
れ
た
各
限
界
煙
層

高
さ
有
効
開
口
部
の
上
端
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
隣
接
室
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
階
段
隣
接
室
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

限
界
煙
層
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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避
難
完
了
時
間
、
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
種
類
、
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け

る
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上

昇
温
度
」
と
い
う
。
）
及
び
火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬

熱
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層

下
端
高
さ
の
う
ち
最
小
の
も
の(

単
位

メ
ー
ト
ル)

避
難

当
該
階
段

階
段
避
難
経
路
の
部
分

火
災
部
分
か
ら

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の

完
了

避
難
経
路

の
煙
層
上
昇
温
度

当
該
階
段
避
難

煙
層
下
端
高
さ

時
間

の
部
分
の

経
路
の
部
分
へ

種
類

の
噴
出
熱
気
流

の
運
搬
熱
量

-
-

-

で
あ
る



- 70 -

場
合

直
通
階
段

-
-

の
付
室

で
あ
る

場
合

そ
の
他
の

-
-

も
の

で

あ
る
場
合

-

で

で

あ
る
場
合

あ
る
場
合



- 71 -

で

あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。



- 72 -

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て

計
算
し
た
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
種
類

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度

火
災
部
分
に
隣
接
す
る
部
分

そ
の
他
の
も
の
（
火
災
部
分
又
は
火
災



- 73 -

部
分
の
一
部
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に

よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の

運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の

の
種
類

噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量



- 74 -

火
災
部
分
に
隣
接
す
る
部
分

そ
の
他
の
も
の
（
火
災
部
分

又
は
火
災
部
分
の
一
部
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
）

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、



- 75 -

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱

量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分

へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の



- 76 -

質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら

れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら
当
該
各
開
口
部

の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
及
び
火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に

面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

表
に
定
め
る
火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁

に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の
当
該
階
段

火
災
部
分
の
当
該

避
難
経
路
の
部
分
に
面

階
段
避
難
経
路
の

す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た

部
分
に
面
す
る

開
口
部
の
種
類

壁
に
設
け
ら
れ
た



- 77 -

開
口
部
の
開
口
率

で

令
第
百
十
二
条
第
十
九

〇
・
〇
一

あ
る
場
合

項
第
一
号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防
火
設
備

（
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
が
設
け
ら

れ
た
も
の

令
第
百
十
二
条
第
十
九

〇
・
〇
〇
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防
火
設
備

が
設
け
ら
れ
た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇



- 78 -

で

-

一
・
〇

あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら

れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
火
災
部
分
の
当

該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
の
開
口
率



- 79 -

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に

面
す
る
壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）



- 80 -

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
の
幅
（
単

位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
の
高
さ
（

単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム

）
火
災
部
分
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開

口
部
の
開
口
率

火
災
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開

口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）



- 81 -

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け

ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開

放
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー

ト
ル
）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層

高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
（

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
至
る
経
路
の
部
分
を
い
う
。



- 82 -

以
下
同
じ
。
）
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運

搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
階
段
避
難
経
路
中
間

部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）



- 83 -

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気

流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設

け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら
当

該
各
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（

単
位

メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
及
び
火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部



- 84 -

分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間

部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率

避
難
完
了

火
災
部
分
の
階
段

火
災
部
分
の

時
間

避
難
経
路
中
間
部
分

階
段
避
難
経
路

に
面
す
る
壁
に

中
間
部
分
に
面

設
け
ら
れ
た
開
口
部

す
る
壁
に
設
け

の
種
類

ら
れ
た
開
口
部

の
開
口
率

で

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
一

あ
る
場
合

九
項
第
一
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
（
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
構
造



- 85 -

で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
が
設
け
ら
れ
た

も
の

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
〇
一

九
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
が
設
け
ら
れ

た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
-

一
・
〇

あ
る
場
合



- 86 -

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分

）
防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設

け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
火

災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
の
階
段



- 87 -

避
難
経
路
中
間
部
分
に

面
す
る
壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分

）
壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）



- 88 -

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
幅

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
の
高

さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ

グ
ラ
ム
）

火
災
部
分
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ

た
開
口
部
の
開
口
率



- 89 -

火
災
部
分
の
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ

た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に

設
け
ら
れ
た
限
界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ

又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計

（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
火
災
部
分
に
設
け
ら
れ
た
限

界
煙
層
高
さ
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放

状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方

メ
ー
ト
ル
）



- 90 -

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の
高
さ
の

二
分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表

面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
か
ら
当
該
階
段
避

難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒

）
こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ



- 91 -

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の

噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す

る
壁
に
設
け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら

当
該
各
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
及
び
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難

経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段

避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率
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避
難
完
了
時
間

階
段
避
難
経
路
中
間

階
段
避
難
経
路
中
間

部
分
の
当
該
階
段

部
分
の
当
該
階
段
避

避
難
経
路
の
部
分
に

難
経
路
の
部
分
に
面

面
す
る
壁
に
設
け
ら

す
る
壁
に
設
け
ら
れ

れ
た
開
口
部
の
種
類

た
開
口
部
の
開
口
率

で
あ

令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
一

る
場
合

九
項
第
一
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
（
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
構
造

で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
が
設
け
ら
れ
た

も
の
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令
第
百
十
二
条
第
十

〇
・
〇
〇
一

九
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
防

火
設
備
が
設
け
ら
れ

た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
あ

-

一
・
〇

る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）
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防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す

る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル

）
避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
階
段
避
難

経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す
る
壁
の
開
口

率

避
難
完
了
時
間

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に

面
す
る
壁
の
開
口
率
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で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す

る
壁
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
面
す

る
壁
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
階

段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
階
段
避
難
経
路
中

間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。
）
（
単
位

度
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。
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階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

火
災
部
分
か
ら
階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運

搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平

均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の

高
さ
の
二
分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面

す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以

下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

階
段
避
難
経
路
中
間
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

前
号
ロ
に
規
定
す
る
出
口
通
過
時
間
（
単
位

分
）
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火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ

ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
階
段
避
難
経

路
の
部
分
の
煙
層
密
度
（
以
下
単
に
「
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
密
度
」
と
い
う
。
）

（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ

ラ
ム
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）
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当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
有
効
開
口
部
（
壁
又
は
天
井
に
設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
避
難
経
路
の

部
分
に
設
け
ら
れ
た
各
有
効
開
口
部
及
び
当
該
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
る
当

該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
他
の
有
効
開
口
部
の
う
ち
当
該
有
効
開
口
部
か
ら

の
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
他
の
有
効
開
口
部
」
と
い
う
。
）
の

排
煙
量
の
合
計
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
有
効
開

口
部
の
種
類
が
同
表

に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
段
避
難
経
路
の

(二)

部
分
に
設
け
ら
れ
た
各
有
効
開
口
部
及
び
他
の
有
効
開
口
部
の
排
煙
量
の
合
計
の
う
ち
最
小

の
も
の
又
は
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
当
該
階
段
避
難
経
路
の

部
分
に
設
け
ら
れ
た
有
効
開
口
部
の
開
放
に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給

気
口
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の
合
計
に
五
百
五
十
を
乗
じ
た
も
の
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小

さ
い
数
値
。
以
下
「
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
排
煙
量
」
と
い
う
。
）
（
単
位

立
方
メ
ー

ト
ル
毎
分
）
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当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け

有
効
開
口
部
の
種
類

ら
れ
た
各
有
効
開
口
部
の
排
煙
量

有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と
し
た
場
合
に
、
当

(一)

該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
排

煙
設
備
が
自
然
排
煙
関
係
規
定
に
適
合
し
、

か
つ
、
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
壁
の

床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下

の
部
分
に
排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し
て
自
動

的
に
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る

給
気
口
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
当
該
階
段
避

難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
当
該
排
煙
設
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備
以
外
の
排
煙
設
備
が
機
械
排
煙
関
係
規
定

に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）

有
効
開
口
部
を
排
煙
口
と
し
た
場
合
に
、
当

(二)

該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
排

煙
設
備
が
機
械
排
煙
関
係
規
定
に
適
合
し
、

か
つ
、
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
壁
の

床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下

の
部
分
に
排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し
て
自
動

的
に
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る

給
気
口
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
当
該
階
段
避

難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
当
該
排
煙
設

備
以
外
の
排
煙
設
備
が
自
然
排
煙
関
係
規
定
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に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
有
効
開
口
部

(三)こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
各
有
効
開
口
部
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ

ラ
ム
）

当
該
有
効
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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当
該
有
効
開
口
部
の
上
端
と
下
端
の
垂
直
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
当
該
有
効
開
口
部
の
中
心
ま
で
の
高

さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
有
効
開
口
部
及
び
他
の
有
効
開
口
部
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ

ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
給
気
口
（
当
該
有
効
開
口
部
の
開
放

に
伴
い
開
放
さ
れ
又
は
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
給
気
口
に
限
る
。
）
の
開
口
面
積
の

合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
有
効
開
口
部
の
排
煙
機
の
空
気
を
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
（
単
位
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立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト

ル
）次

の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。
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当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単

位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
床
面
の
最
も
低
い
位
置
か
ら
基
準
点
ま
で
の
高
さ

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ

ラ
ム
）
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次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
有
効
排
煙
量
（
単
位

立
方

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
有
効
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
に
設
け



- 108 -

ら
れ
た
各
有
効
開
口
部
の
上
端
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
う
ち
最
大
の
も

の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
排
煙
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
階
段
避
難
経
路
の
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

直
通
階
段
の
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

直
通
階
段
の
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ロ

階
段
の
部
分
（
直
通
階
段
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
出
火
階
の
直
上
階
以
上
の
各
階
の
各
部
分

出
火
階
の

直
上
階
以
上
の
各
階
に
お
け
る
竪
穴
部
分
（
出
火
階
の
一
部
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
隣
接
す
る
各
室
（
以
下
「
竪
穴
隣
接
室
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
煙
等
の
高
さ
（
当
該
各
室
の
基
準
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点
か
ら
煙
等
の
下
端
の
位
置
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
以
下
「
竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
最
小
の
も
の
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
高
さ
（
以
下
「
階
段
の
部
分
及
び
出
火
階
の
直
上
階

以
上
の
各
階
の
各
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ
」
と
い
う
。
）
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
の
う
ち
最
小
の
も
の

階
段
の
部
分
及
び
出
火
階
の
直
上
階
以
上
の
各
階

の
各
部
分
の
煙
層
下
端
高
さ

で
あ
る
場
合

一
・
八

で
あ
る
場
合

〇

こ
の
表
に
お
い
て
、

は
、
避
難
完
了
時
間
及
び
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
竪
穴
隣

接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
以
下
単
に
「
竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位
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メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ

時
間

-

で
あ
る
場
合

-

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合
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で
あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

イ
に
規
定
す
る
火
災
部
分
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
下
端
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
竪
穴
隣
接
室
が
隣
接
す
る
竪
穴
部
分
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
単
に
「
竪
穴
部

分
」
と
い
う
。
）
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し

た
火
災
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ

ッ
ト
）
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竪
穴
部
分
の
種
類

火
災
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の

噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量

火
災
部
分
又
は
火
災
部
分
の
一
部

そ
の
他
の
部
分

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位
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キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
竪
穴
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱

気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

竪
穴
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（

単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

避
難
完
了
時
間
及
び
竪
穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に

設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
竪

穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
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口
率

避
難
完
了
時
間

竪
穴
部
分
の
当
該

竪
穴
部
分
の

竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る

当
該
竪
穴
隣
接
室

壁
に
設
け
ら
れ
た

に
面
す
る
壁
に

開
口
部
の
種
類

設
け
ら
れ
た

開
口
部
の
開
口
率

で
あ
る
場

令
第
百
十
二
条
第
十
九

〇
・
〇
一

合

項
第
一
号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防
火
設
備

（
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
が
設
け
ら

れ
た
も
の
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令
第
百
十
二
条
第
十
九

〇
・
〇
〇
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防
火
設
備

が
設
け
ら
れ
た
も
の

そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
あ
る
場

-

一
・
〇

合こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

イ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）
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竪
穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部

の
開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
竪
穴
部
分
の

当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

竪
穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接

室
に
面
す
る
壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇
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こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）

イ
に
規
定
す
る
壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

竪
穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト

ル
）竪

穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
の
高
さ
（
単
位

メ
ー

ト
ル
）

火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
（
火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
に
至
る

経
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
竪
穴
部
分
に
面
す
る
壁
に
設

け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
（
竪
穴
部
分
が
火



- 119 -

災
部
分
又
は
火
災
部
分
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
竪
穴
部
分

の
床
面
の
最
も
低
い
位
置
）
か
ら
竪
穴
部
分
の
当
該
竪
穴
隣
接
室
に
面

す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で

の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

竪
穴
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算

し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
竪
穴
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（

以
下
単
に
「
竪
穴
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
」
と
い
う
。
）
（
単
位

度
）

竪
穴
部
分
の
種
類

竪
穴
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度

火
災
部
分
又
は
火
災

部
分
の
一
部
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そ
の
他
の
部
分

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

竪
穴
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

火
災
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ

て
計
算
し
た
竪
穴
部
分
に
お
け
る
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

火
災
部
分
の
種
類

竪
穴
部
分
に
お
け
る
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一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量

ロ
ビ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。

竪
穴
部
分
に
お
け
る
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ

ワ
ッ
ト
）

火
災
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

積
載
可
燃
物
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

火
災
部
分
の
各
室
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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竪
穴
部
分
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー

ト
ル
）

竪
穴
部
分
及
び
竪
穴
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井

の
高
さ
の
二
分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面

す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
へ
の
噴
出
熱

気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（

単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
へ
の

噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
質

量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）
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避
難
完
了
時
間
及
び
火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部

分
の
竪
穴
部
分
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部

の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
火
災

部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に
面
す
る
壁

に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
又
は

火
災
部
分
又
は

竪
穴
中
間
部
分

竪
穴
中
間
部
分

の
竪
穴
部
分
に

の
竪
穴
部
分
に

面
す
る
壁
に

面
す
る
壁
に

設
け
ら
れ
た

設
け
ら
れ
た
開

開
口
部
の
種
類

口
部
の
開
口
率

で
あ

令
第
百
十
二
条

〇
・
〇
一

る
場
合

第
十
九
項
第
一
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号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防

火
設
備
（
同
項

第
二
号
に
規
定

す
る
構
造
で
あ

る
も
の
を
除
く

。
）
が
設
け
ら

れ
た
も
の

令
第
百
十
二
条

〇
・
〇
〇
一

第
十
九
項
第
二

号
に
規
定
す
る

構
造
で
あ
る
防

火
設
備
が
設
け

ら
れ
た
も
の
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そ
の
他
の
も
の

一
・
〇

で
あ

-

一
・
〇

る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）イ

に
規
定
す
る
防
火
設
備
保
有
遮
炎
時
間
（

単
位

分
）

火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に
面

す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
の
開
口
面
積
（
単
位
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平
方
メ
ー
ト
ル
）

避
難
完
了
時
間
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定

め
る
火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に

面
す
る
壁
の
開
口
率

避
難
完
了
時
間

火
災
部
分
又
は

竪
穴
中
間
部
分
の

竪
穴
部
分
に
面
す
る

壁
の
開
口
率

で
あ
る
場
合

〇

で
あ
る
場
合

一
・
〇
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こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
避
難
完
了
時
間
（
単
位

分
）イ

に
規
定
す
る
壁
保
有
遮
炎
時
間
（
単
位

分
）

火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に
面

す
る
壁
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に
面

す
る
壁
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
又
は
竪
穴
中
間
部
分
の
竪
穴
部
分
に
面

す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
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も
低
い
位
置
（
竪
穴
部
分
が
火
災
部
分
又
は
火
災
部

分
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
竪
穴
部
分
の

床
面
の
最
も
低
い
位
置
）
か
ら
竪
穴
部
分
の
当
該
竪

穴
隣
接
室
に
面
す
る
壁
に
設
け
ら
れ
た
各
開
口
部
の

上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

火
災
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

火
災
部
分
か
ら
竪
穴
部
分
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ

ッ
ト
）

竪
穴
部
分
及
び
竪
穴
中
間
部
分
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
天
井
の
高
さ

の
二
分
の
一
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
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面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
竪
穴
隣
接
室
の
壁
（
基
準
点
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を

除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

竪
穴
部
分
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

前
号
ロ
に
規
定
す
る
出
口
通
過
時
間
（
単
位

分
）

当
該
竪
穴
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
竪
穴
隣
接
室
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎

分
）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。

当
該
竪
穴
隣
接
室
の
煙
等
発
生
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

火
災
部
分
か
ら
当
該
竪
穴
隣
接
室
へ
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ

ッ
ト
）

当
該
竪
穴
隣
接
室
の
基
準
点
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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当
該
竪
穴
隣
接
室
の
床
面
の
最
も
低
い
位
置
か
ら
基
準
点
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ

ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
避
難
完
了
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
け
る
当
該
竪
穴
隣

接
室
の
煙
層
密
度
（
以
下
単
に
「
竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
密
度
」
と
い
う
。
）
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
密
度
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム

）



- 133 -

竪
穴
隣
接
室
の
煙
層
上
昇
温
度
（
単
位

度
）

当
該
竪
穴
隣
接
室
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

四

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
と
す

る
。附

則

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

建
築
基
準
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
等
を
定
め
る
件
（

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
各
項
の
「
固
有
特
定
避
難
時
間
」
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
と

４

前
各
項
の
「
固
有
特
定
避
難
時
間
」
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
と

す
る
。

す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
α
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
α
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

α

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温

α

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温

度
上
昇
係
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

度
上
昇
係
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数

当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
二
に
規

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
二
に
規

定
す
る
当
該
室
内
の
可
燃
物
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単

定
す
る
当
該
室
内
の
可
燃
物
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単

位

メ
ガ
ワ
ッ
ト
）

位

メ
ガ
ワ
ッ
ト
）

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
表
面
積
（
単
位

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井

の
各
部
分
の
熱
慣
性
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に

の
各
部
分
の
熱
慣
性
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に

つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
秒1

/2

）

つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
秒1

/2

）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

k

c

k

c

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
慣
性

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
慣
性

（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ

（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ

ワ
ッ
ト
秒1

/2

）

ワ
ッ
ト
秒1

/2

）

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
伝
導

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
伝
導

k

k

率
（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ワ

率
（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ワ

ッ
ト
）

ッ
ト
）

ρ

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
密
度
（

ρ

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
密
度
（

単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
比
熱
（

当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
比
熱
（

c

c

単
位

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ジ
ュ

単
位

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ジ
ュ

ー
ル
）

ー
ル
）

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
三
第
一

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
三
第
一

号
イ

に
規
定
す
る
有
効
開
口
因
子
（
単
位

メ
ー
ト
ル5

/2

号
イ

に
規
定
す
る
有
効
開
口
因
子
（
単
位

メ
ー
ト
ル5

/2

(２)

(２)

）

）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
実
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
実
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

実
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

実
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
避
難
時
間
（
単
位

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
避
難
時
間
（
単
位

分
）

分
）



- 136 -

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

在
館
者
避
難
時
間
（
単
位

分
）

在
館
者
避
難
時
間
（
単
位

分
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部

分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す

分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す

る
歩
行
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

分
）

る
歩
行
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

L

v

L

v

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の

当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の

避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
歩
行
時
間

避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
歩
行
時
間

（
単
位

分
）

（
単
位

分
）

当
該
部
分
か
ら
地
上
へ
の
出
口
の
一
に
至

当
該
部
分
か
ら
地
上
へ
の
出
口
の
一
に
至

L

L

る
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

る
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
部
分
の
用
途
、
建
築
物
の
部
分
の
種

当
該
部
分
の
用
途
、
建
築
物
の
部
分
の
種

v

v

類
及
び
避
難
の
方
向
に
応
じ
、
次
の
表
に
定

類
及
び
避
難
の
方
向
に
応
じ
、
次
の
表
に
定

め
る
歩
行
速
度
（
単
位

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

め
る
歩
行
速
度
（
単
位

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

当
該
部
分
の

建
築
物
の

避
難
の

歩
行

当
該
部
分
の

建
築
物
の

避
難
の

歩
行

用
途

部
分
の
種

方
向

速
度

用
途

部
分
の
種

方
向

速
度

類

類
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劇
場
、
映
画

階
段

上
り

九

劇
場
、
映
画

階
段

上
り

九

館
、
演
芸
場

館
、
演
芸
場

、
観
覧
場
、

下
り

十
二

、
観
覧
場
、

下
り

十
二

公
会
堂
、
集

公
会
堂
、
集

会
場
そ
の
他

そ
の
他
の

-

三
十

会
場
そ
の
他

そ
の
他
の

-

三
十

こ
れ
ら
に
類

部
分

こ
れ
ら
に
類

部
分

す
る
用
途

す
る
用
途

児
童

乳
児

階
段

下
り

二
・

児
童

乳
児

階
段
（
三

下
り

二
・

福
祉

又
は

五

福
祉

又
は

階
以
下
の

五

施
設

満
二

施
設

満
二

階
か
ら
避

等
（

歳
に

等
（

歳
に

難
階
又
は

令
第

満
た

令
第

満
た

地
上
に
通

百
十

な
い

百
十

な
い

ず
る
も
の

五
条

幼
児

五
条

幼
児

に
限
る
。

の
三

を
保

の
三

を
保

）

第
一

育
す

第
一

育
す

号
に

る
場

保
育
室

-

十
二

号
に

る
場

保
育
室

-

十
二

規
定

合
（

規
定

合

す
る

当
該

廊
下

-

八

す
る

廊
下

-

八

児
童

用
途

児
童

福
祉

に
供

そ
の
他
の

-

三
十

福
祉

そ
の
他
の

-

三
十

施
設

す
る

部
分

施
設

部
分

等
を

階
が

等
を

い
う

三
階

い
う

。
以

以
下

。
以

下
同

の
階

下
同

じ
。

で
あ

じ
。

）
（

る
場

）
（

通
所

合
に

通
所
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の
み

限
る

の
み

に
よ

。
）

に
よ

り
利

り
利

用
さ

用
さ

れ
る

れ
る

も
の

も
の

に
限

に
限

る
。

る
。

）
そ

）
そ

の
他

乳
児

階
段

上
り

四
・

の
他

そ
の

階
段

上
り

四
・

こ
れ

又
は

五

こ
れ

他
の

五

に
類

満
二

に
類

場
合

す
る

歳
に

下
り

六

す
る

下
り

六

用
途

満
た

用
途

な
い

そ
の
他
の

-

十
五

そ
の
他
の

-

十
五

幼
児

部
分

部
分

を
保

育
す

る
場

合
以

外
の

場
合

（
当

該
用

途
に

供
す

る
階

が
五

階
以

下
の
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階
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）

百
貨
店
、
展

階
段

上
り

九

百
貨
店
、
展

階
段

上
り

九

示
場
そ
の
他

示
場
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

下
り

十
二

こ
れ
ら
に
類

下
り

十
二

す
る
用
途
又

す
る
用
途
又

は
共
同
住
宅

そ
の
他
の

-

三
十

は
共
同
住
宅

そ
の
他
の

-

三
十

、
ホ
テ
ル
そ

部
分

、
ホ
テ
ル
そ

部
分

の
他
こ
れ
ら

の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
用

に
類
す
る
用

途
（
病
院
、

途
（
病
院
、

診
療
所
及
び

診
療
所
及
び

児
童
福
祉
施

児
童
福
祉
施

設
等
を
除
く

設
等
を
除
く

。
）

。
）

学
校
（
幼
保

階
段

上
り

十
二

学
校
（
幼
保

階
段

上
り

十
二

連
携
型
認
定

連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
を

下
り

十
六

こ
ど
も
園
を

下
り

十
六

除
く
。
）
、

除
く
。
）
、

事
務
所
そ
の

そ
の
他
の

-

三
十

事
務
所
そ
の

そ
の
他
の

-

三
十

他
こ
れ
ら
に

部
分

九

他
こ
れ
ら
に

部
分

九

類
す
る
用
途

類
す
る
用
途
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次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部

分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す

分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す

る
各
階
段
に
お
け
る
滞
留
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の

る
各
階
段
に
お
け
る
滞
留
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の

（
単
位

分
）

（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

P

R

P

R

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の

当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の

避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
各
階
段
に

避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
各
階
段
に

お
け
る
滞
留
時
間
（
単
位

分
）

お
け
る
滞
留
時
間
（
単
位

分
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
を

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
を

P

P

経
由
し
て
避
難
す
る
者
（
以
下
「
避
難
者
」

経
由
し
て
避
難
す
る
者
（
以
下
「
避
難
者
」

と
い
う
。
）
の
数
（
単
位

人
）

と
い
う
。
）
の
数
（
単
位

人
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は

P

p

P

p

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。

す
る
。

在
室
者
の
数
（
単
位

人
）

在
室
者
の
数
（
単
位

人
）

P

P

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
避
難

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
避
難

p

p

者
の
存
す
る
居
室
の
種
類
に
応
じ

者
の
存
す
る
居
室
の
種
類
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る

在
館
者
密
度
（
単
位

一
平
方
メ

在
館
者
密
度
（
単
位

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

ー
ト
ル
に
つ
き
人
）
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住
宅
の
居
室

〇
・
〇
六

住
宅
の
居
室

〇
・
〇
六

住
宅
以
外

固
定
ベ

ベ
ッ
ド
数

住
宅
以
外

固
定
ベ

ベ
ッ
ド
数

の
建
築
物

ッ
ド
の

を
床
面
積

の
建
築
物

ッ
ド
の

を
床
面
積

に
お
け
る

場
合

で
除
し
た

に
お
け
る

場
合

で
除
し
た

寝
室

数
値

寝
室

数
値

そ
の
他

〇
・
一
六

そ
の
他

〇
・
一
六

の
場
合

の
場
合

事
務
室
、
会
議
室
そ

〇
・
一
二

事
務
室
、
会
議
室
そ

〇
・
一
二

の
他
こ
れ
ら
に
類
す

五

の
他
こ
れ
ら
に
類
す

五

る
も
の

る
も
の

教
室

〇
・
七

教
室

〇
・
七

百
貨
店
又

売
場
の

〇
・
五

百
貨
店
又

売
場
の

〇
・
五

は
物
品
販

部
分

は
物
品
販

部
分

売
業
を
営

売
業
を
営

む
店
舗

売
場
に

〇
・
二
五

む
店
舗

売
場
に

〇
・
二
五

附
属
す

附
属
す

る
通
路

る
通
路

の
部
分

の
部
分

飲
食
室

〇
・
七

飲
食
室

〇
・
七

劇
場
、
映

固
定
席

座
席
数
を

劇
場
、
映

固
定
席

座
席
数
を

画
館
、
演

の
場
合

床
面
積
で

画
館
、
演

の
場
合

床
面
積
で

芸
場
、
観

除
し
た
数

芸
場
、
観

除
し
た
数
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覧
場
、
公

値

覧
場
、
公

値

会
堂
、
集

会
堂
、
集

会
場
そ
の

そ
の
他

一
・
五

会
場
そ
の

そ
の
他

一
・
五

他
こ
れ
ら

の
場
合

他
こ
れ
ら

の
場
合

に
類
す
る

に
類
す
る

用
途
に
供

用
途
に
供

す
る
居
室

す
る
居
室

展
示
場
そ
の
他
こ
れ

〇
・
五

展
示
場
そ
の
他
こ
れ

〇
・
五

に
類
す
る
も
の

に
類
す
る
も
の

保
育
所
又

乳
児
又

〇
・
六

保
育
所
又

乳
児
又

〇
・
六

は
幼
保
連

は
満
二

は
幼
保
連

は
満
二

携
型
認
定

歳
に
満

携
型
認
定

歳
に
満

こ
ど
も
園

た
な
い

こ
ど
も
園

た
な
い

の
用
途
に

幼
児
を

の
用
途
に

幼
児
を

供
す
る
居

保
育
す

供
す
る
居

保
育
す

室

る
用
途

室

る
用
途

に
供
す

に
供
す

る
場
合

る
場
合

そ
の
他

〇
・
五

そ
の
他

〇
・
五

の
場
合

の
場
合

児
童
福
祉
施
設
等
（

〇
・
三
三

児
童
福
祉
施
設
等
（

〇
・
三
三

保
育
所
及
び
幼
保
連

保
育
所
及
び
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園

携
型
認
定
こ
ど
も
園

を
除
き
、
通
所
の
み

を
除
き
、
通
所
の
み

に
よ
り
利
用
さ
れ
る

に
よ
り
利
用
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
の

も
の
に
限
る
。
）
の
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用
途
に
供
す
る
居
室

用
途
に
供
す
る
居
室

避
難
者
の
存
す
る
居
室
の
床
面

避
難
者
の
存
す
る
居
室
の
床
面

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
に

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
に

R

R

お
け
る
流
動
量
（
単
位

一
分
に
つ
き
人
）

お
け
る
流
動
量
（
単
位

一
分
に
つ
き
人
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

R

R

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

当
該
階
段
に
お
け
る
流
動
量
（

当
該
階
段
に
お
け
る
流
動
量
（

R

R

単
位

一
分
に
つ
き
人
）

単
位

一
分
に
つ
き
人
）

当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る

当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る

廊
下
の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（

廊
下
の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（

単
位

メ
ー
ト
ル
）

単
位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当

該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
各
出

該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
各
出

口
の
有
効
流
動
量
の
う
ち
最
小
の

口
の
有
効
流
動
量
の
う
ち
最
小
の

も
の
（
単
位

一
分
に
つ
き
人
）

も
の
（
単
位

一
分
に
つ
き
人
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
階
段
か
ら
地
上

当
該
階
段
か
ら
地
上

に
通
ず
る
各
出
口
の
有
効

に
通
ず
る
各
出
口
の
有
効

流
動
量
（
単
位

一
分
に

流
動
量
（
単
位

一
分
に

つ
き
人
）

つ
き
人
）

当
該
出
口
の
幅
（
単

当
該
出
口
の
幅
（
単
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位

メ
ー
ト
ル
）

位

メ
ー
ト
ル
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
当
該
出
口
の
区
分
に
応

る
当
該
出
口
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
当
該
出
口
の

欄
に
定
め
る
当
該
出
口
の

流
動
係
数
（
単
位

一
分

流
動
係
数
（
単
位

一
分

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

階
段
及
び

9
0

階
段
及
び

9
0

居
室
に
設

居
室
に
設

け
ら
れ
た

け
ら
れ
た

出
口

出
口

階
段
及
び

mi
n
{
ma
x
(1

階
段
及
び

m
i
n{
m
ax
(
1

居
室
以
外

5
0
-
60
B
/
D

居
室
以
外

5
0-
6
0B
/
D

d
d

の
部
分
に

,9
0
),
1
2

の
部
分
に

,
9
0)
,
12

c
o

c
o

設
け
ら
れ

0}

設
け
ら
れ

0
}

た
出
口

た
出
口

こ
の
表
に
お
い
て
、

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の

次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

当
該
出
口
の
幅

当
該
出
口
の
幅

（
単
位

メ
ー
ト

（
単
位

メ
ー
ト

ル
）

ル
）

当
該
階
段
か
ら

当
該
階
段
か
ら

地
上
に
通
ず
る
廊

地
上
に
通
ず
る
廊

下
の
幅
の
う
ち
最

下
の
幅
の
う
ち
最
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小
の
も
の
（
単
位

小
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当

該
階
段
の
有
効
流
動
量
（
単
位

該
階
段
の
有
効
流
動
量
（
単
位

一
分
に
つ
き
人
）

一
分
に
つ
き
人
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及

び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
階
段
に
お
け
る
有

当
該
階
段
に
お
け
る
有

効
流
動
量
（
単
位

一
分

効
流
動
量
（
単
位

一
分

に
つ
き
人
）

に
つ
き
人
）

当
該
階
段
の
幅
（
単
位

当
該
階
段
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

次
の
表
の
上
欄
及
び

次
の
表
の
上
欄
及
び

中
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区

中
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
当
該

表
の
下
欄
に
定
め
る
当
該

階
段
の
流
動
係
数
（
単
位

階
段
の
流
動
係
数
（
単
位

一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

人
）

人
）

下
り

D
mi
n
{
72
-
4

下
り

D
m
i
n{
7
2
-4

l
a
n
d
in
g

l
a
n
d
in
g

<D
8
(1
-
D

<
D

8(
1
-D

s
t

s
t

/
D
s
t

/
Ds
t

l
a
n
d
i
n
g

l
a
n
d
i
n
g

)
,
90
D

),
9
0D

/D
}

/
D
}

l
a
n
d
i
n
g

s
t

l
a
n
d
i
n
g

s
t
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D
7
2

D
72

l
a
n
d
i
n
g

l
a
n
d
i
n
g

≥D

≥D
s
t

s
t

上
り

D
mi
n
{6
0
-
3

上
り

D
m
i
n{
6
0-
3

la
n
d
i
n
g

la
n
d
i
n
g

<D
6
(1
-
D

<
D

6
(
1-
D

s
t

s
t

/
D
)

/
D
)

l
a
n
d
i
n
g

s
t

l
a
n
d
i
n
g

s
t

,
90
D

,9
0
D

l
an
d
i
n
g

l
an
d
i
n
g

/D
}

/
D
}

s
t

s
t

D
6
0

D
60

l
a
nd
i
n
g

l
a
nd
i
n
g

≥D

≥D
s
t

s
t

こ
の
表
に
お
い
て
、

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の

次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

当
該
階
段
の
踊

当
該
階
段
の
踊

り
場
の
幅
（
単
位

り
場
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

当
該
階
段
の
幅

当
該
階
段
の
幅

（
単
位

メ
ー
ト

（
単
位

メ
ー
ト

ル
）

ル
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
が
立
地
す
る
土
地
の
区
域

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
が
立
地
す
る
土
地
の
区
域

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
常
備
消
防

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
常
備
消
防

機
関
の
現
地
到
着
時
間
（
単
位

分
）

機
関
の
現
地
到
着
時
間
（
単
位

分
）
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用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土

二
十

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土

二
十

地
の
区
域

地
の
区
域

用
地
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

三
十
以
上
で
あ
っ
て
特
定

用
地
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

三
十
以
上
で
あ
っ
て
特
定

土
地
の
区
域
の
う
ち
特
定
行
政
庁

行
政
庁
が
定
め
る
時
間

土
地
の
区
域
の
う
ち
特
定
行
政
庁

行
政
庁
が
定
め
る
時
間

が
指
定
す
る
区
域

が
指
定
す
る
区
域

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
（
以
下
「

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
（
以
下
「

火
災
室
」
と
い
う
。
）
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

火
災
室
」
と
い
う
。
）
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
建
築
物
の
捜
索
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

分
）

該
建
築
物
の
捜
索
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。

る
。

火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

建
築
物
の
捜
索
時
間
（
単
位

分
）

建
築
物
の
捜
索
時
間
（
単
位

分
）

地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避

地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避

難
階
の
階
段
室
（
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合

難
階
の
階
段
室
（
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
火
災
室
の
あ
る
階
（
以
下
「
出
火
階

に
お
け
る
当
該
火
災
室
の
あ
る
階
（
以
下
「
出
火
階

」
と
い
う
。
）
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

」
と
い
う
。
）
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の

避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の

歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
避
難
階
の
階
段
室

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
避
難
階
の
階
段
室

か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
移
動
速
度
（
単
位

か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
移
動
速
度
（
単
位

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

メ
ー
ト
ル
毎
分
）

建
築
物
の
部
分
の
種
類

移
動
速
度

建
築
物
の
部
分
の
種
類

移
動
速
度

非
常
用
の
昇
降
機
が
設
け
ら
れ

六
〇

非
常
用
の
昇
降
機
が
設
け
ら
れ

六
〇

て
い
る
部
分

て
い
る
部
分

連
結
送
水
管
が
設
け
ら
れ
て
い

十
五

連
結
送
水
管
が
設
け
ら
れ
て
い

十
五

る
部
分

る
部
分

そ
の
他
の
部
分

一
〇
・
八

そ
の
他
の
部
分

一
〇
・
八

出
火
階
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

出
火
階
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
に
お
け
る

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
に
お
け
る

捜
索
速
度
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

捜
索
速
度
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
及
び

五
〇

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
及
び

五
〇

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定

に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け

に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
部
分
（
当
該
建
築

ら
れ
て
い
る
部
分
（
当
該
建
築

物
が
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、

物
が
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
区
画
さ
れ
た
建
築
物
で
あ

よ
り
区
画
さ
れ
た
建
築
物
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区
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画
さ
れ
た
各
部
分
の
う
ち
火
災

画
さ
れ
た
各
部
分
の
う
ち
火
災

室
が
存
す
る
部
分
が
二
以
上
の

室
が
存
す
る
部
分
が
二
以
上
の

階
に
わ
た
る
場
合
を
除
く
。
）

階
に
わ
た
る
場
合
を
除
く
。
）

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定

二
十
五

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定

二
十
五

に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け

に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
部
分

ら
れ
て
い
る
部
分

そ
の
他
の
部
分

五

そ
の
他
の
部
分

五

出
火
階
の
直
上
階
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー

出
火
階
の
直
上
階
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー

ト
ル
）

ト
ル
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
の
直
上
階

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
の
直
上
階

に
お
け
る
捜
索
速
度
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
毎
分

に
お
け
る
捜
索
速
度
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
毎
分

）

）

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項

五
十

令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項

五
十

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
排

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
排

煙
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部

煙
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部

分

分

そ
の
他
の
部
分

二
十
五

そ
の
他
の
部
分

二
十
五

出
火
階
及
び
出
火
階
の
直
上
階
以
外
の
階
の
床
面

出
火
階
及
び
出
火
階
の
直
上
階
以
外
の
階
の
床
面

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
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次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
退
避
時
間
（
単
位

分
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
退
避
時
間
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

退
避
時
間
（
単
位

分
）

退
避
時
間
（
単
位

分
）

地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避

地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避

難
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト

難
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト

ル
）

ル
）

避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の

避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の

歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）
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第
三
条

建
築
物
か
ら
の
避
難
に
要
す
る
時
間
に
基
づ
く
全
館
避
難
安
全
性
能
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め

る
件
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、

と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、

建
築
物
か
ら
の
避
難
に
要
す
る
時
間
に
基
づ
く
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
関
す
る

建
築
物
か
ら
の
避
難
に
要
す
る
時
間
に
基
づ
く
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
関
す
る

算
出
方
法
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

算
出
方
法
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
る
場
合

一

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
る
場
合

に
お
け
る
同
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
に
存
す
る
者
（
以
下
「
在
館
者

に
お
け
る
同
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
に
存
す
る
者
（
以
下
「
在
館
者

」
と
い
う
。
）
の
全
て
が
、
当
該
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
て
か
ら
当
該
建

」
と
い
う
。
）
の
全
て
が
、
当
該
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
て
か
ら
当
該
建

築
物
か
ら
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間

築
物
か
ら
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間

を
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

を
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
が
当
該
建
築
物
か
ら
地
上
へ
の
出

ハ

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
が
当
該
建
築
物
か
ら
地
上
へ
の
出

口
を
通
過
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
（
単
位

分
）

口
を
通
過
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

在
館
者
が
当
該
建
築
物
か
ら
地
上
へ
の
出
口
を
通
過
す
る
た

在
館
者
が
当
該
建
築
物
か
ら
地
上
へ
の
出
口
を
通
過
す
る
た

め
に
要
す
る
時
間
（
単
位

分
）

め
に
要
す
る
時
間
（
単
位

分
）

在
館
者
密
度
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
号
第

在
館
者
密
度
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
号
第

一
号
ハ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

一

一
号
ハ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

一

平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避
難
経
路
で
あ
る
地
上
へ

避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避
難
経
路
で
あ
る
地
上
へ
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の
各
出
口
（
当
該
火
災
室
が
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避

の
各
出
口
（
当
該
火
災
室
が
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避

難
経
路
で
あ
る
地
上
へ
の
出
口
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

難
経
路
で
あ
る
地
上
へ
の
出
口
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
火
災
室
の
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避
難
経
路
で
あ
る

該
火
災
室
の
避
難
階
以
外
の
階
か
ら
の
主
た
る
避
難
経
路
で
あ
る

地
上
へ
の
出
口
の
う
ち
、
そ
の
幅
が
最
大
の
も
の
を
除
く
。
以
下

地
上
へ
の
出
口
の
う
ち
、
そ
の
幅
が
最
大
の
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
ハ
に
お
い
て
単
に
「
地
上
へ
の
各
出
口
」
と
い
う
。
）
を
通

こ
の
ハ
に
お
い
て
単
に
「
地
上
へ
の
各
出
口
」
と
い
う
。
）
を
通

ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
築
物
の
各
部
分
の
床

ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
築
物
の
各
部
分
の
床

面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

地
上
へ
の
各
出
口
の
幅
及
び
地
上
へ
の
各
出
口
に
通
ず
る
直

地
上
へ
の
各
出
口
の
幅
及
び
地
上
へ
の
各
出
口
に
通
ず
る
直

通
階
段
（
当
該
直
通
階
段
が
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

通
階
段
（
当
該
直
通
階
段
が
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
別
避
難
階
段
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
直
通
階
段
に

る
特
別
避
難
階
段
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
直
通
階
段
に

通
ず
る
室
を
同
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
（
こ
れ

通
ず
る
室
を
同
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
（
バ
ル

ら
の
規
定
中
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
定
め
る
構
造
と
し

定
め
る
構
造
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
階
段
室
の

た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
階
段
室
の
床
面
積
に
応
じ
、

床
面
積
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
上

次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
上
へ
の
各
出
口
の
有

へ
の
各
出
口
の
有
効
流
動
係
数
（
単
位

一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

効
流
動
係
数
（
単
位

一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

人
）

地
上
へ
の
各
出

地
上
へ
の
各
出
口
に

地
上
へ
の
各
出
口

地
上
へ
の
各
出

地
上
へ
の
各
出
口
に

地
上
へ
の
各
出
口

口
の
幅

通
ず
る
階
段
室
の
床

の
有
効
流
動
係
数

口
の
幅

通
ず
る
階
段
室
の
床

の
有
効
流
動
係
数

面
積

面
積

六
十
セ
ン
チ
メ

-

六
十
セ
ン
チ
メ

-

ー
ト
ル
未
満
で

ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
場
合

あ
る
場
合

そ
の
他
の
場
合

の

そ
の
他
の
場
合

の

場
合

場
合
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の

の

場
合

場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

地
上
へ
の
各
出
口
の
有
効
流
動
係
数
（
単
位

一
分

地
上
へ
の
各
出
口
の
有
効
流
動
係
数
（
単
位

一
分

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

地
上
へ
の
各
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
階
段
室
の

地
上
へ
の
各
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
階
段
室
の

床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

在
館
者
密
度
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

在
館
者
密
度
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

人
）

人
）

地
上
へ
の
各
出
口
を
通
ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と

地
上
へ
の
各
出
口
を
通
ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
建
築
物
の
各
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平

が
で
き
な
い
建
築
物
の
各
部
分
の
床
面
積
（
単
位

平

方
メ
ー
ト
ル
）

方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
地
上
へ
の
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
幅
又
は

当
該
地
上
へ
の
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
幅
又
は

当
該
直
通
階
段
か
ら
地
上
若
し
く
は
避
難
階
へ
の
出
口

当
該
直
通
階
段
か
ら
地
上
若
し
く
は
避
難
階
へ
の
出
口

の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
地
上
へ
の
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
幅
（
単

当
該
地
上
へ
の
出
口
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
幅
（
単

位

メ
ー
ト
ル
）

位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
地
上
へ
の
出
口
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
地
上
へ
の
出
口
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

二

（
略
）

二

（
略
）


